
平
成
二
十
年
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歴
代
社
会
保
険
庁
長
官
の
退
職
金
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
八
二
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

本
年
四
月
九
日
付
の
新
聞
で
、
歴
代
十
四
人
の
社
会
保
険
庁
長
官
の
退
職
金
が
平
均
し
て
約
六
千
二
百
万
円
に
上
る
こ
と

が
社
会
保
険
庁
の
推
計
（
以
下
、
「
推
計
」
と
い
う
。
）
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
推

計
」
の
対
象
と
な
っ
た
歴
代
社
保
庁
長
官
（
以
下
、
「
歴
代
長
官
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
と
、
「
歴
代
長
官
」
の
中
で
、
社

保
庁
を
退
職
後
、
何
ら
か
の
関
連
団
体
に
天
下
っ
て
い
る
者
は
い
る
か
、
天
下
り
先
を
退
職
し
た
者
の
中
で
、
天
下
り
先
か

ら
退
職
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
者
は
い
る
か
と
の
問
い
に
対
し
て
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
の
歴
代
社
会
保
険
庁

長
官
に
つ
い
て
は
、
昨
年
六
月
に
年
金
記
録
問
題
に
対
す
る
反
省
と
同
庁
の
業
務
等
の
改
革
へ
の
姿
勢
を
示
す
意
味
で
、
一

私
人
と
し
て
賞
与
相
当
額
の
寄
附
を
お
願
い
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
氏
名
を
含
め
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ

と
は
差
し
控
え
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
他
の
答
弁
書
で
は
、
あ
る
省
庁
に
所
属
し
て
い
た
国

家
公
務
員
が
当
該
官
庁
を
退
職
し
た
後
ど
こ
へ
天
下
っ
た
か
、
退
職
前
の
官
職
は
何
だ
っ
た
か
等
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

事
例
が
あ
る
の
に
、
な
ぜ
「
歴
代
長
官
」
に
つ
い
て
は
、
天
下
り
の
事
実
の
有
無
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
天
下
り
先
を
明
ら
か

に
で
き
な
い
の
か
。
政
府
の
右
の
答
弁
は
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。一



二

「
歴
代
長
官
」
の
中
で
、
社
保
庁
退
職
後
、
天
下
っ
た
者
は
い
る
か
。

三

二
で
、
い
る
の
な
ら
、
そ
の
天
下
り
先
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

三
の
天
下
り
先
を
既
に
退
職
し
て
い
る
者
は
い
る
か
。
い
る
の
な
ら
、
天
下
り
先
か
ら
退
職
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
か
否

か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

前
回
質
問
主
意
書
で
、
昨
年
十
月
に
国
民
の
年
金
記
録
が
ず
さ
ん
に
管
理
さ
れ
て
い
た
問
題
（
以
下
、
「
年
金
記
録
問

題
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
一
義
的
責
任
等
を
含
む
事
実
関
係
に
つ
い
て
検
証
す
る
年
金
記
録
問
題
検
証
委
員
会
の
調
査

結
果
が
公
表
さ
れ
、
「
年
金
記
録
問
題
」
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
歴
代
長
官
」
の
責
任
が
最
も
重
い
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
鑑
み
る
時
、
「
歴
代
長
官
」
が
平
均
し
て
約
六
千
二
百
万
円
も
の
退
職
金
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
は
適
切

か
否
か
、
�
添
要
一
厚
生
労
働
大
臣
の
見
解
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
歴
代
社
会
保
険
庁
長
官
に
対
す

る
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
適
正
に

支
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
右
答
弁
に
あ
る
法
律
の
規
定
に
従
っ
て
、

「
歴
代
長
官
」
へ
退
職
金
が
支
払
わ
れ
た
と
い
う
点
で
は
適
正
、
適
切
で
あ
る
と
言
え
る
も
の
と
承
知
す
る
が
、
当
方
が
問

う
て
い
る
の
は
、
「
年
金
記
録
問
題
」
が
こ
れ
だ
け
国
民
全
体
を
巻
き
込
ん
だ
大
問
題
と
な
り
、
同
時
に
多
く
の
国
民
が
多

二



大
な
不
安
を
感
じ
て
い
る
こ
と
、
更
に
は
、
現
在
の
厚
生
労
働
省
の
職
員
が
�
添
大
臣
の
指
揮
の
下
、
「
年
金
記
録
問
題
」

の
解
決
に
励
ん
で
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
時
、
同
問
題
に
直
接
か
つ
最
も
大
き
な
責
任
を
負
う
「
歴
代
長
官
」
が
、
法
律
に

則
っ
て
い
る
と
は
言
え
、
通
常
通
り
の
、
国
民
か
ら
見
れ
ば
多
大
な
額
の
退
職
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
は
、
国
民
感
情

か
ら
す
れ
ば
許
し
難
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
�
添
大
臣
の
見
解
を
再
度
問
う
。

六

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
歴
代
長
官
」
に
つ
い
て
「
政
府
と
し
て
は
、
歴
代
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
昨
年
十
月
に
公
表

さ
れ
た
年
金
記
録
問
題
検
証
委
員
会
報
告
書
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
責
任
の
重
さ
を
十
分
認
識
し
、
率
直
な
反
省
を
行

う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
答
弁
で
言
う
「
率
直
な
反
省
」
と
は
具
体
的
に
ど
の

様
な
も
の
を
指
し
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。
「
歴
代
長
官
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
中
で
責
任
を
感
じ
れ
ば
良
い
と
の
意

味
か
。

七

六
の
答
弁
で
言
う
「
率
直
な
反
省
」
は
、
「
歴
代
長
官
」
が
寄
附
と
い
う
形
で
自
主
的
に
賞
与
相
当
額
の
金
額
を
返
納
す

る
と
い
う
、
現
実
的
な
手
段
で
な
く
て
は
意
味
が
な
く
、
責
任
を
取
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
「
前
回
答
弁
書
」

に
「
更
に
寄
附
を
行
う
か
否
か
に
つ
い
て
も
、
同
報
告
書
に
お
け
る
指
摘
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
代
社
会
保
険
庁
長
官

が
個
人
と
し
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
」
と
あ
る
様
に
、
あ
く
ま
で
「
歴
代
長
官
」
の
自
主
的
判
断
に

三



任
せ
る
の
で
は
な
く
、
「
歴
代
長
官
」
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
社
保
庁
を
退
職
す
る
際
に
受
け
取
っ
た
退
職
金
の
中
か
ら

い
く
ら
か
で
も
自
主
的
に
返
納
す
る
こ
と
を
政
府
と
し
て
強
く
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

八

社
保
庁
及
び
「
歴
代
長
官
」
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
っ
た
歴
代
厚
生
・
厚
生
労
働
大
臣
と
同
事
務
次
官
も
、
所
要
の
金
額

を
国
民
に
対
し
て
返
還
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


